
湖
南
市
火
葬
場
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

説
明
　
火
葬
さ
れ
て
い
な

い
埋
葬
遺
骨
を
他
の
墓
地

な
ど
に
改
葬
す
る
際
、
焼

骨
以
外
の
受
け
入
れ
を
拒

否
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た

め
、
改
葬
遺
骨
の
火
葬
使

用
料
を
設
定
し
ま
す
。
ま

た
動
物
火
葬
に
お
い
て
現

在
、
集
合
火
葬
で
収
骨
不

可
と
な
っ
て
い
る
が
、
収

骨
希
望
者
に
は
個
別
火
葬

も
選
択
で
き
る
よ
う
に
す

る
改
正
で
す
。
現
在
の
湖

南
市
浄
苑
の
指
定
管
理
期

間
が
平
成
30
年
３
月
31
日

ま
で
な
の
で
改
正
施
行
日

は
平
成
30
年
４
月
１
日
で

す
。

主
な
質
疑

問　

埋
葬
遺
骨
の
場
合
に

よ
る
火
葬
の
手
続
き
と
は
。

答
　
通
常
の
火
葬
と
同
様

に
、
火
葬
証
明
証
の
発
行

を
し
ま
す
。

問　

動
物
の
個
別
火
葬
に

つ
い
て
は
、
市
民
の
要
望

に
よ
る
も
の
か
。
そ
の
こ

と
で
仕
事
量
の
増
加
が
見

込
ま
れ
る
。
次
期
指
定
管

理
料
へ
の
影
響
は
。

答
　
収
骨
を
希
望
さ
れ
る

方
が
多
い
現
状
か
ら
の
も

の
で
す
。
午
前
中
の
人

体
火
葬
が
始
ま
る
時
間
帯

以
前
に
個
別
火
葬
を
行
な

う
が
、
仕
事
量
や
燃
料
代

な
ど
に
つ
い
て
経
費
は
変

わ
っ
て
く
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

湖
南
市
道
路
法
に
基
づ
く

市
道
に
設
け
る
道
路
標
識

の
寸
法
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

説
明
　
国
道
に
か
か
る
案

内
標
識
の
標
示
番
号
改
定

に
伴
い
、
都
道
府
県
番
号

に
準
じ
湖
南
市
に
お
け
る

案
内
標
識
の
標
示
番
号
を

改
定
し
ま
す
。
背
景
と
し

て
、
高
速
道
路
に
路
線
番

号
を
付
し
、
わ
か
り
や
す

く
し
、
本
線
入
口
の
誤
認

識
に
よ
る
逆
走
予
防
を
し

ま
す
。
２
０
２
０
年
の
東

京
五
輪
を
見
据
え
、
標
識

が
外
国
人
に
も
わ
か
り
や

す
く
な
り
ま
す
。

問　

新
設
の
道
路
標
識
が

で
き
た
た
め
に
本
市
の
標

識
番
号
が
繰
り
下
が
る
と

理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

答
　
そ
の
通
り
で
、
多
数

あ
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
。

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て説
明
　
宅
地
開
発
に
よ
る

新
規
認
定
道
路
で
名
称
は

長
嶋
３
号
線
。
石
部
南
五

丁
目
９
６
５
番
31
地
先
か

ら
同
50
番
62
地
先
ま
で
の

１
路
線
で
す
。

現
地
調
査
　
行
き
止
ま
り

の
道
路
で
、
回
転
広
場
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

質
疑
　
な
し
。

全
員
賛
成
で
可
決

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い

て説
明
　
地
権
者
の
承
諾
の

も
と
現
況
で
あ
っ
た
路
線

名
２
２
３
号
、
菩
提
寺

団
地
54
号
線
。
サ
イ
ド
タ

ウ
ン
三
丁
目
３
２
９
番
地

４
３
２
地
先
の
市
道
終
点

の
地
権
者
が
変
わ
っ
た
こ

と
で
、
官
民
境
界
の
申
請

が
あ
り
ま
し
た
。
路
線
の

終
点
変
更
で
す
。

現
地
調
査
　
マ
ン
ホ
ー
ル

及
び
市
道
終
点
が
私
有
地

に
あ
り
ま
し
た
。

問　

境
界
線
の
確
認
が
で

き
る
よ
う
工
夫
が
必
要
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
マ
ン

ホ
ー
ル
の
移
設
費
用
は
。

答
　
今
後
は
ピ
ン
を
地
面

に
埋
め
ま
す
。
移
設
費
用

は
30
万
円
ほ
ど
で
す
。

問　

他
に
同
様
の
こ
と
は
。

答
　
あ
り
ま
す
が
承
諾
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

湖
南
市
防
災
会
議
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

防
災
会
議
の
委
員
に
副

市
長
を
加
え
、
組
織
改

編
に
よ
る
委
員
構
成
を

改
定
、
不
測
の
事
態
に

対
応
で
き
る
よ
う
条
例

を
改
正
す
る
も
の
。

問　

条
例
改
正
せ
ず
と
も

地
方
自
治
法
で
の
不
測
の

対
応
可
能
で
は
な
い
か
。

答
　
不
測
の
事
態
に
常
に

備
え
ら
れ
る
よ
う
に
条
例

の
整
備
を
行
い
ま
す
。

問　

第
３
条
第
５
項
第
５

号
の
教
育
委
員
会
の
教
育

長
と
い
う
表
記
に
お
い
て

「
市
の
」
を
省
い
た
理
由
は
。

答
　
条
例
名
で
も
湖
南
市

の
教
育
委
員
会
の
教
育
長

と
理
解
が
出
来
る
の
で
省

略
し
て
い
ま
す
。

問　

第
６
号
の
市
の
職
員

の
う
ち
か
ら
市
長
が
指
名

す
る
者
と
い
う
表
記
に
お

い
て
「
部
内
の
」
を
省
い
た

理
由
は
。

答
　
組
織
の
改
編
で
局
や

所
も
存
在
す
る
な
か
で
は

部
内
と
限
定
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
と
判
断
し
て
お

り
ま
す
。

問　

国
の
準
則
に
基
づ
い

て
変
更
前
の
条
例
は
制
定

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

が
第
１
号
～
第
９
号
の
委

員
の
順
序
も
変
更
す
る
理

由
は
。

答
　
国
の
準
則
は
あ
く
ま

で
一
例
で
あ
る
と
解
釈
し

て
い
ま
す
。
序
列
も
加
味

し
、
内
部
で
十
二
分
に
協

議
し
て
決
定
し
て
い
ま
す
。

問　

現
在
の
防
災
会
議
で

は
副
市
長
の
参
加
は
な
い

の
か
。
会
長
の
事
故
後
、

重
ね
て
代
理
の
事
故
が
発

生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ

い
て
は
。

答
　
規
定
上
、
副
市
長
は

防
災
会
議
に
は
出
席
す
る

必
要
が
な
い
の
で
現
在
は

出
席
し
な
い
環
境
で
す
。

代
理
の
代
理
に
つ
い
て
は

条
例
で
定
め
る
の
で
は
な

く
、
再
度
会
議
を
開
催
し

定
め
て
い
き
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

産業経済常任委員会

総務常任委員会

湖南市浄苑

湖南市議会だより7


